
 厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

 

市町村統括保健師の能力発揮のための体制づくり 

 

研究分担者 市川 定子 自治医科大学看護学部 講師 

研究分担者 大久保 一郎 横浜市衛生研究所 所長 

研究分担者 奥田 博子 厚生労働省国立保健医療科学院健康危機管理部 上席主任研究官 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究要旨： 

目的：市町村における統括保健師に関する体制構築の経緯や，体制での課題とその対応，体制で重要と

考えていることを明らかにし，市町村統括保健師の能力を発揮するための効果的な体制づくりの

方法及び重要項目を検討することを目的とした． 

方法：調査１では，文献レビュー及び都道府県における統括保健師配置調査の結果に基づく評価指標案

の検討した 

   調査２では，市町村統括保健師の能力発揮のための体制づくりの示唆を得るために，統括保健師

を明文化している市町村の統括保健師の上席管理職または保健師人事管理担当者と統括保健師

を対象に調査した．調査の内容は，統括保健師の役割・機能，統括保健師配置体制構築の経緯や

成果，課題やその対応等，インタビューガイドを用いた半構造化面接を行った． 

結果：調査１では，文献レビューから，統括保健師配置体制の評価指標案の枠組み（表1）主な評価指

標案の項目の案を示した． 

   調査２では，３市，６名の協力が得られた．当該自治体の統括保健師配置体制や認識について明

らかになった（表２）．統括保健師に対して「人材育成」「部署間調整」「健康危機管理」など，

多岐にわたる役割を期待していることがわかった．統括保健師配置体制構築の経緯については，

3市ともにコロナ禍による対応の庁内の混乱を契機として体制整備が進められ，厚生労働省から

出された「地域における保健師の保健活動について」¹⁾の局長通知も後押しとなった．統括保健

師の職位や業務は，自治体の保健師の状況により決められ，配置体制後の成果においては，統括

保健師に対する「活動のしやすさ」「保健師人材育成の推進」「上層部へのプレゼン・報告の機会

の確保」を実感していた．一方，「業務過多」「統括保健師のサポート体制の不備」「若い世代の

統括保健師に就くことの抵抗感」「保健師と関わりのない他部署との連携の難しさ」の課題もあ

った．上席管理職等は，将来を見据えた次の統括保健師の育成や安定的な人材配置にあることを

明確や，保健師活動への支援機能を活かすための庁内の根回しやサポート体制の検討，上席管理

職が保健師と首長・上層部との間をつなぐ「橋渡し役」，「住民サービスの質の向上」を示す評価

指標の明確化，保健師の専門性を十分に発揮できる環境を整備していくことが重要としていた．

統括保健師は，統括保健師補佐から統括保健師への段階的な人材育成体制の構築，一体感のある

保健師間の醸成のため課をまたいだ活動の組織的な位置づけ，事務的支援を担う人材や，補助す

る人材の配置などサポート体制が重要とした． 

考察：今回，市町村統括保健師の機能が発揮するための効果的な体制づくりのためには，統括保健師制

度の明文化，統括保健師のサポート体制の整備，部署横断的な連携の基盤，上席管理職等の理解

と関与，継続可能な育成と評価の仕組みが考えられた．自治体が共通で抱える課題や，自治体の

状況により異なる課題があり，市町村統括保健師の能力を発揮するための効果的な体制づくりを

検討する上で，貴重な知見を得ることができた．しかしながら，今回の結果は，３つの自治体で

あり，人口10万以上の中都市 14)であり，標準化には難しい．今後は，小規模市町村のデータを

集め，市町村統括保健師の能力発揮のための体制づくりの示唆を得ていく． 
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Ａ．研究目的 

 

我が国において，社会情勢の変化に伴い健康課

題が複雑・多様化する中，平成25年度に厚生労働

省は，地域における保健活動の中核として統括保

健師の配置を明文化した¹⁾．さらに令和4年度の

基本方針では，都道府県や市町村への統括保健師

の配置が明記され²⁾，統括保健師の役割として

「保健活動の総合調整」「専門的指導」「人材育成」

が示された³⁾．現在，明文化から10年が経過し，

統括保健師の配置が進みつつある． 

令和５年度の都道府県における統括保健師配

置による自治体組織としての期待及び配置の課

題調査では，都道府県における統括保健師の配置

実態，期待，課題を明らかにし，効果的な体制整

備と評価指標の必要性が示された．都道府県では，

健康危機管理，組織横断的な調整・連携，人材育

成・人事管理への期待が高く，一方で次世代統括

保健師の育成や活動・体制の評価に課題があるこ

とが確認された．しかし，都道府県の保健体制と

市町村の保健体制は，地域特性や組織規模により

大きく異なり，地域特性や自治体規模に大きな差

異がみられる市町村においては，都道府県とは異

なる課題や体制上の工夫が求められることが予

想される．市町村独自の視点からの現状把握と課

題整理が不可欠である． 

令和 6 年度の保健師活動領域調査（領域調査）

結果 13)では，統括保健師は都道府県において

100％配置されているが，市区町村では66.0%の配

置であった．その市区町村のうち保健所設置市は

88.5％，特別区で78.4％，市区町村の多くを占め

る市町村では64.6％の配置であった．今後は，市

町村の統括保健師の配置を促進していく必要が

ある． 

しかし，市町村においては，地域特性や規模に

差があり，自治体の体制や人材等も多種多様であ

る．地域住民との距離の近さといった独自の条件

下で，統括保健師機能の発揮が問われるため，実

態把握が不可欠である．市町村の様々な事情を考

慮しつつ，市町村の統括保健師の配置を促進して

いくことが肝要となる． 

統括保健師の能力発揮のための体制は，組織内

部で統括保健師のコンセンサスを得ることが必

要である 5）．さらに，統括保健師の求められる能

力は高度で多岐にわたるものであるため，管理職

としての経験値や，早期から次の統括保健師の育

成を含めた組織内外のジョブローテーション等

が必要とされる 5～7）が，これらには人事の関与が

必須である．しかし，人事に関与できない統括保

健師は少なくない 5)．統括保健師配置の促進や，

統括保健師の機能が発揮できるような体制を検

討していくためには，保健師以外の視点から研究

をすすめていくことも有用であると考える．これ

までの統括保健師の研究では，当事者の保健師側

からの視点により統括保健師の役割や能力につ

いて検討したものが多く，さらに保健師以外の視

点からの研究は見当たらなかった． 

そこで，市町村における統括保健師の能力を発

揮するための効果的な体制づくりを検討するた

めに，組織として統括保健師を明文化している市

町村の統括保健師の上席管理職または保健師人

事管理担当者と統括保健師を対象に，統括保健師

に関する体制構築の経緯や，体制での課題とその

対応，体制で重要と考えていることについて明ら

かにしたいと考えた．これらを明らかにすること

により，地域に即した統括保健師機能発揮の条件

と支援策を検討する基礎資料となり，市町村統括

保健師の能力を発揮するための効果的な体制づ

くりの際の一助になると考える．さらには，市町

村統括保健師の機能が発揮されれば，地域保健活

動の貢献につながると考える． 

 

 

Ｂ．研究方法 

 

１．文献レビュー及び都道府県における統括保健

師配置調査の結果に基づく評価指標案の検討  

統括保健師が配置された体制の評価指標は、単

に配置の有無を問うものではなく、「統括保健師

がその役割を発揮できているか」「組織としてそ

の機能をどう支えているか」に焦点を当てる必要

がある．その職務の期待される役割に即して，う

まく機能しているか明確にする必要があり，活動

領域（評価軸）を設定することが重要である． 
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そこで，令和５年度の都道府県における統括保

健師配置調査の結果及び文献レビューに基づい

て，本研究の研究者間で，統括保健師の能力発揮

のための体制の評価指標案を検討した． 

２．「市町村統括保健師の能力発揮のための体制

づくりの検討」へのインタビュー調査 

1）調査対象：組織として統括保健師を明文化

している市町村の統括保健師の上席管理職

または保健師人事管理担当者と統括保健師 

2）調査期間：令和7年2月～3月 

3）調査方法：インタビューガイドを用いた半

構造化面接をした．面接時間は一人約60分

（最大90分）とし，録音の同意を得て実施

し，終了後，録音内容の逐語録を作成． 

4）調査内容： 

質問紙による基本情報調査及び面接調査 

（1）質問紙による基本情報調査 

①所属する自治体に関すること 

 保健師配置部局数 

 保健師配置課数 

 統括保健師の配置体制 

 統括保健師が明文化されたもの 

②対象者自身のこと 

 年齢，職歴，職位，公務員年数 

 保健師経験年数，統括保健師の期間

（統括保健師のみ） 

 統括保健師体制づくりの時の職位 

 統括保健師体制づくりの時及び現在

の役割・立場 

(2) インタビュー項目 

①上席管理職又は保健師人事管理担当者

（以下，上席管理職と示す） 

 統括保健師にどのような役割・機能を期

待しているか 

 統括保健師の役割や体制を明文化する

に至った経緯 

 組織体制上の課題とその対応（人員配

置・予算・権限など） 

 統括保健師の機能発揮を支えるために，

上席管理職として意識していること 

 今後の体制整備 

②統括保健師 

 統括保健師が担っている役割と，力を入

れている業務内容 

 統括保健師の体制が整備されるまでの

経緯と印象 

 実際に役割を発揮する中での困難や制

約（時間・業務量・他部署連携など） 

 組織や上席管理職から受けている支援

について 

 今後さらに役割を発揮するために必要

な体制・支援 

5)分析方法： 録音した面接内容を逐語録化し，

共同研究者とともに，質的記述的研究法を

用いて分析した．逐語録から，市町村統括

保健師の体制づくりに関する語りを抽出し

まとめた． 

6）倫理的配慮：自治医科大学医学系倫理審査

委員会の承認を得たうえで，自治医科大学

学長の許可を受けて実施した（受付番号：

臨大24－131）． 

研究協力の依頼の際は，参加者及びその

所属先の長に研究内容，倫理的配慮等に十

分な説明をし，参加者には研究同意書への

署名をもって同意を得た．面接はプライバ

シーが保てる個室で行い，得られたデータ

は個人情報保護を徹底した． 

 

 

Ｃ．研究結果 

 

１．文献レビュー及び都道府県における統括保健

師配置調査の結果に基づく評価指標案の検討結

果（表１） 

１）文献レビューからの効果的な統括保健師配置

体制のため評価指標案の枠組み 

(1) 統括保健師配置体制の評価指標案の評価軸

（表1） 

客観性と明確性を持たせ，現実的かつ達成可能

な評価軸を設定するため，保健師の保健活動の基

本的な方向性（地域における保健師の保健活動に

ついて）1）及び「地域保健対策の推進に関する基

本的な指針」R5.3改訂 2），管理職のマネジメント

能力に関する懇談会報告書 ）を縦軸，統括保健師

に求められる能力（保健師に係る研修のあり方等

に関する検討会最終とりまとめ）3）の項目を横軸

に，文献１～4）で表記されている保健師活動の役

割・活動をマトリックスで整理した保健師活動領

域の評価軸（表1）を作成した．表の赤字は，配置

の根拠となるキーワードを示した． 
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（2）文献１～12）から抽出された主な評価指標案の

項目 

①役割・権限の明確化 

 統括保健師の明文化の有無 

 指揮命令系統の明確化 

 組織内の役割認識度（上司・同僚・部署

間） 

②人員体制・時間的余裕 

 統括業務専任割合 

 保健師1人あたりの業務負担の把握 

 統括保健師のマネジメント活動時間 

③庁内連携・会議体 

 統括保健師が出席する庁内会議数・頻度 

 他部署との共同事業・ケースへの関与件

数 

④人材育成・人事管理 

 若手保健師との定期的な面

談・同行の有無 

 育成計画・OJT制度の有無 

 保健師の人事評価や目標管理への関与

状況 

⑤上席管理職からの支援 

 上司との定期的な面談・評価フィードバ

ック 

 統括保健師の意見が組織運営に反映さ

れる度合 

⑥成果・影響 

 保健活動の質的向上（連携事例，事業改

善件数） 

 地域課題に基づいた施策立案事例の有

無 

 統括保健師配置後の保健師職員の定着

率や満足度 

2）都道府県における統括保健師配置調査の結果

からの効果的な統括保健師配置体制のため要

因 

 令和5年度 都道府県の統括保健師の配置の調

査 13）より，統括保健師配置における課題では，配

置のハード面よりも，人材育成・評価といったソ

フト面の課題が浮き彫りとなった．特に「次世代

統括保健師の育成・人材確保」への課題意識が最

も高く，また「統括保健師の活動評価」「体制評価」

にも課題が集中した．組織内での明確な配置基準

や職務規定の整備は進んでいる一方，育成や業務

成果の可視化といった面では課題であることが

示唆された． 

効果的な統括保健師体制のためには，以下が重

要な要因であると考えられる． 

 組織のコンセンサスを得るための人事部局と

保健部局の協議体制 

 組織横断的な役割発揮のための職位の明確化 

 統括保健師の機能発揮のための次世代統括保

健師の育成と人材確保 

 統括保健師活動の体系的な活動評価と体制評

価指標の整備 

 

２．「市町村統括保健師の能力発揮のための体制

づくりの検討」へのインタビュー調査（表２） 

1）参加者の属性 

(1) 参加者の自治体は，3市の自治体であった．

内訳は，中核市１市（人口61万人），一般

市2市（人口17万人，26万人）であった． 

(2) 事務職の職位は，部長級１名，次長級１

名，係長1名であった． 

(3) 統括保健師職位は，次長1名，課長２名で

あった． 

(4) 明文化されたものは，事務分掌条例施行規

則，統括保健師等の設置に関する規程等で

あった． 

2）インタビュー調査の結果 

（1）統括保健師の役割・機能 

 上席管理職又は保健師人事管理担当者は，各

市ともに，統括保健師に対して「人材育成」「部

署間調整」「健康危機管理」など，多岐にわた

る役割を期待していた．特に，A市では保健師

の安心感の担保と共通理解の形成，B市でも同

様に，保健師の安心感と保健師の適材適所の配

置，困難ケース対応に対する保健師への支援，

C市では「平時と有事を担う判断力ある専門職

リーダー」としての機能を期待していた． 

一方， 統括保健師は，A 市では災害時対応

や若手支援，B市では若手支援と全庁的視点で

の保健師へのヒアリング，C市では市民視点や

他課連携の推進が中心であった．共通して「人

材育成」「部署間調整」「健康危機管理」「上層

部への報告」などに注力していた． 

（2）統括保健師配置体制構築の経緯 

3 市ともにコロナ禍による対応の庁内の混

乱を契機として体制整備が進められた．また厚
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生労働省から出された「地域における保健師の

保健活動について」¹⁾の局長通知も，体制整備

の後押しとなった．具体的には，A市は，局長

通知¹⁾を受けて，係長級以上の自主的な活動が

活発化し，それが基盤となり，制度整備に至っ

ていた．明文化には担当課とのヒアリングから

段階的な制度化を進めていった．B市は市長の

理解を背景に，保健所設置を契機とした導入，

C 市はコロナ禍を体験した事務職の健康推進

課長が主導し，法務と連携して体制を整備した． 

（3）統括保健師の職位と配置体制後の成果 

統括保健師の職位は，自治体の保健師の状況

により決められていた．A市とC市は，保健師

のトップを任命していたが，保健所設置市であ

るB市は，保健主管課の人事担当と保健所の管

理担当に２人配置していた．さらに，B市のみ

が，統括保健師専任であった． 

配置体制後の成果として，共通して統括保健

師に対する「活動のしやすさ」「保健師人材育

成の推進」「上層部へのプレゼン・報告の機会

の確保」を実感していた．A市では条例規則へ

統括保健師の職責を明記したことにより，人材

育成や災害対応，日常的な連絡調整機能の発揮

が可能となった．統括保健師が次長級以上とい

うこともあるが，市長・副市長との報告の機会

があり，統括活動の報告書を作成し，上層部に

定期的に活動内容を可視化し，統括の意見が施

策に反映されていた．2024年（令和6年）1月

1 日に発生した能登半島地震の保健師の派遣

にもつながった．B市では保健所設置後の全庁

的な調整役として統括保健師が保健主管課の

人事担当に専任で配置され，保健師の研修等の

人材育成や全保健師のヒアリングや採用試験

等，人事管理機能を発揮していた．さらに，保

健師自身も統括という立場により，保健行政を

「全体から見直す」視点が持てるようになった

と述べ，上層部との対話等，柔軟な対応をして

いた．C市では，コロナ禍で統括保健師の意義

が組織内で再認識され，有事の対応が円滑にな

り，統括保健師としての存在意義が明確になっ

た．位置づけや会議体等が整備され，部署内で

は係長職級以下でも統括保健師体制が維持で

きるようになっていた．また，キャリアラダー

等参考に，Ｃ独自で統括保健師の評価ツールや

自己評価ファイルを作成し，業務の見える化が

促進された．ていた． 

（4）統括保健師配置体制の課題とその対応 

共通課題として「業務過多」「統括保健師の

サポート体制の不備」「若い世代の統括保健師

に就くことの抵抗感」「保健師と関わりのない

他部署との連携の難しさ」が抽出できた．B市

においては，統括保健師はライン課長ではない

ため，部下不在の状況にあり，すべて対応を１

人で担う体制にあることが示された．C市では，

統括保健師が係長級であることによる他部署

への指示・連携の難しさや限界を述べ，庁内に

おける職位の力関係に課題を感じていた． 

対応として，A市は統括保健師補佐を配置し

「統括保健師のサポート体制の不備」を補い，

B市は「若い世代の統括保健師に就くことの抵

抗感」に対し，若い保健師への声かけを積極的

に行い，時には活動の支援も行っていた．C市

は保健師のトップが係長級であるため，統括保

健師のサポート体制の整備や，保健師間の連絡

会を通じて分野横断的な対応を整えるなど，権

限不足を補っていた． 

さらに，今後の課題として，A市は組織再

編による検討，B市は専任であるが補佐役の

不在，C市は係長級であっても機能できる制

度化の課題があった．また，統括保健師体制

の評価方法については，どこの市でも明確に

は検討されておらず，未整備の状況で，今後

の課題であった． 

（5）統括保健師が能力を発揮するための効果的

な体制の重要な要素 

 ①上席管理職が重要と認識していること 

上席管理職からは，専門職である統括保健師

が本来の職能を最大限発揮できるよう，制度面

から後方支援することの重要性を示し，制度整

備については事務職の得意を活かして環境を整

えるべきと述べていた． 

３市とも，具体的な制度運用の詳細について

は必ずしも十分に明文化されておらず，制度を

作成する立場（事務職）としては，職位や活動

の権限等，保健師が専門性を十分に発揮できる

環境を示すことが重要としていた．さらに，例

規の整備においては，法務担当部署との連携が

不可欠であり，全国の事例を参照しながら制度

を作成する上で有効であると述べていた． 

統括保健師制度の導入に際しては，国からの
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通知 1，2）を示し，「人材確保・人材育成」の観点

からも制度の意義の説明することで，庁内の関

係部署に対して制度導入の組織的メリットや

義務が伝わりやすくなるとした．また，上席管

理職からは，制度の狙いが単なる役職設置では

なく，将来を見据えた次の統括保健師の育成や

安定的な人材配置にあることを明確にするこ

とが重要であるとし，現場に根付く実効的な仕

組みを重視していた． 

さらに，人材育成の観点からは，統括保健師

の役割を特定の職員に固定するのではなく，複

数の保健師に役職経験を積ませることで組織

的なマネジメント力を育成するよう，配慮して

いた．統括保健師のサポート体制の整備，部会

等の会議体の設置など，組織的に支える体制の

整備等の統括保健師による人材育成や保健師

活動への支援機能を活かすための庁内の根回

しやサポート体制の検討の必要性が語られた． 

また，保健師や統括保健師の活動が市の上層

部に届くことで，信頼関係が醸成され制度運用

の後押しになるよう，上席管理職が保健師と首

長・上層部との間をつなぐ「橋渡し役」を担っ

ていた． 

さらに，「住民サービスの質の向上」といった

最終的な成果＝アウトカムの視点を踏まえて

庁内説明を行うことが，統括保健師制度の理解

と浸透に効果的であるという意見が，事務職か

らあった．制度の内部的な意義だけでなく，外

部に対する影響や成果を強調することで，他部

署からの理解や協力が得やすくなると考えら

れていた．「住民サービスの質の向上」に関する

アウトカム評価の指標の明確化が必要とされ，

現在思考中であるとした． 

②統括保健師が重要と認識していること 

統括保健師体制の強化に向けた具体的な課

題として，統括保健師の補佐の継続的な配置と

あわせて，統括保健師補佐から統括保健師への

ステップを意識した育成支援体制の必要性を

述べ，段階的な人材育成体制の構築が重要であ

るという認識が示されていた． 

保健師が分散配置される中で，一体感のある

保健師間の醸成を図ることが重要であるとし

ていた．保健師部会等，課をまたいだ活動つい

て，保健師が配置されている各課の理解を得つ

つ，組織として位置づけが不可欠であるとの意

見が示された．  

また，現在の体制では，実質的に統括保健師

が多くの業務を抱えており，専門性の発揮やマ

ネジメントに課題があるとした．統括保健師の

業務には多く負担が伴っていることから，事務

的支援を担う人材や，補助する人材の配置など

サポート体制が重要であるとした．  

 

 

Ｄ．考察 

 

 今回の研究では，３市の統括保健師に関する体

制構築の経緯や，体制での課題とその対応，体制

で重要と認識していることが明らかになった．  

1. 市町村における統括保健師への期待と課題 

市町村において統括保健師の配置による期待

としては，「人材育成」「部署間調整」「健康危機管

理対応」「施策提案」が示唆された．「施策提案」

以外は，都道府県と同様の結果であった 13）． 

春山（2020）は統括保健師の求められる能力と

して，組織間コミュニケーションを推進する力，

所属市町村の保健活動の戦略を立てる力，行政マ

ネジメント力，自治体内保健師の成長を促す力を

述べている⁶⁾．B市，C市の上席管理職は保健師と

一緒に活動した経験を持ち，コロナ禍の対応では，

全庁的に対応したこともあり，保健師活動や統括

保健師の役割も理解されていた．そのため，「施策

提案」についても，期待されたのではないかと考

える． 

さらに統括保健師は，共通の困難として「業務

過多」「統括保健師のサポート体制の不備」「若い

世代の統括保健師に就くことの抵抗感」「保健師

と関わりのない他部署との連携の難しさ」が挙げ

られた．統括保健師体制の評価方法の未整備も明

らかになった．これらについても，体制の中に取

り込む必要がある． 

以上のことから，市町村においても統括保健師

の活動の評価や体制に対する評価指標には，組織

横断的な調整及び連携，健康危機管理，次の統括

保健師の人材育成も含めた人材育成・業務分担等

人事管理の要素を盛り込む必要性が示唆された． 

 

２．市町村統括保健師の機能が発揮するための効

果的な体制づくり 

市町村における統括保健師の役割を発揮する
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ための効果的な体制づくりについて考察する． 

1） 組織内の統括保健師制度の明文化 

統括保健師の機能発揮を支えるためには，制度

を整備したら終わりでなく，それを「どう活かす

か」という運用面における上席管理職の支援が大

きな影響を与えていることが示唆された． 

A 市のように，組織規則を改正し統括保健師の

名称を制度化したことは，実務上の信頼性の向上

に寄与した．このことから，例規・職務規定への

明文化（事務分掌，職名規則など）や，組織上の

ラインと権限の明確化が重要と考える．さらに，

C 市のように統括保健師が管理職級以外の場合も

あり，そのような場合は「役職」だけではなく，

責任範囲と期待・成果の明示をし「機能」として

明確にすることが不可欠であると考える．上司が

変わっても，統括保健師が管理職でなくても，円

滑に役割が遂行できるように，全庁内に明確に示

せるように統括保健師制度の明文化が重要と考

える．  

2）統括保健師のサポート体制の整備 

統括保健師の業務が地域状況や人材配置によ

って，左右されやすいものである．専門職である

統括保健師が本来の職能を最大限発揮できるよ

う，他部署との円滑な連携できる体制や，人材育

成に専念できる体制等の，統括保健師のサポート

体制の整備が必要不可欠であると考える． 

統括保健師の補佐や統括保健師の上席保健師

などの同じ職種の配置はもちろんであるが，時に

は報告書作成や調整支援等を担うものとして，事

務職補助者の配置も，人材不足や小規模市町村に

おいては重要なサポート体制の一つではないか

と考える．今回，上席管理職が保健師と上層部と

の間をつなぐ「橋渡し役」を担っていた．こちら

も事務職が後押しできるサポートであると考え

る． 

3）部署横断的な連携の基盤 

今回インタビュー調査した市においては，保健

師部会等の保健師間の会議体が設置されており，

統括保健師の立場から組織全体を見通せる仕組

みがあった．統括保健師が全庁的な課題に対応で

きるようにするためには，このような会議体・部

会の設置や，保健師の分散配置の場合，横断的な

情報共有の場の整備などが重要であると考える． 

さらに，異動や世代交代に備えた引き継ぎ体制

の整備は，制度を「継続可能な仕組み」として機

能させる鍵となると考える．今回のような，統括

保健師を補佐する役職を設けたり，一体感のある

保健師間の醸成のために課をまたいだ活動の組

織的な位置づけをしたり，これは保健師の組織全

体の持続的なマネジメント力の向上と，制度の属

人化回避につながる重要な取り組みといえると

考える． 

また，住民サービスへの還元，つまり，アウト

カムを意識した制度や説明は，統括保健師制度を

庁内で定着させるために効果的であると話して

いた．制度の構築・改善がどのように住民にとっ

ての価値向上につながるのかを明確にすること

で，他部署からの共感や支援を得やすくなると考

える．しかしながら，今回はそこまでの示唆を得

ることができなかった．今後の課題となる． 

4）上席管理職等の理解と関与 

今回の市では，上席管理職が市長や上層部へ直

接プレゼンする機会を設定したり，間接的に統括

保健師を含めた保健師の活動を伝えたり，他部署

の課長等への働きかけもあった．これらの上席管

理職による働きかけは，統括保健師を含む保健師

の信頼の醸成につながり，統括保健師の判断と提

案が政策に反映されやすくなる可能性を含んで

いると考える． 

市長や上層部が統括保健師の意義を理解し，定

期的な報告の会が設けられ，他部署の職員に制度

の理解だけでなく，実際の活動・効果にも関心を

持つ文化の醸成のためには，今回のような上席管

理職の関与が重要であると考える． 

管理職による支援の在り方は，制度と現場を結

びつけ，統括保健師の役割が円滑に遂行されるた

めの不可欠な要素であると考えられる．今後の制

度運用においては，このような「制度の伴走者」

としての管理職の役割が強く期待される． 

5）継続可能な育成と評価の仕組み 

統括保健師の段階的な人材育成体制の構築に

は，属人的な運用に陥らない持続可能な体制構築

が重要と考える．統括保健師の求められる能力は

高度で多岐にわたるものであり，管理職としての

経験値も必要となり，本人の自己研鑽だけでは難

しく，早期から次の統括保健師の育成を含めた組

織内外の人材育成の支援が必要である（奥田ら

2016⁵⁾，堀井ら2019⁷⁾，春山2020⁶⁾）．統括保健

師の専門性とマネジメント力は，長期的視点で育

成されるべきものであり，そのためには統括保健
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師の補佐役を通じて業務経験を蓄積する場が重

要である． 

統括保健師機能の「属人化」を防ぐために，育

成的視点のあるジョブローテーションや統括保

健師補佐からの登用や，キャリアラダーや評価指

標を活用した継続的成長の促進が重要と考える． 

C 市ではチェックリストや評価ファイルの活用

により，保健師活動の可視化と人材育成支援が進

められている．統括保健師の活動を，成果だけで

評価するのでなく，プロセスや信頼構築で評価す

る柔軟な体制が重要と考える． 

 

市町村においては，地域特性や規模に差があり，

自治体の体制や人材等も多種多様である．今回の

調査参加者は，人口が10万人を超し，総務省が示

す中都市 14)以上の規模の市町村であった．特に，

小規模市町村においては，人材にもばらつきがあ

り，管理職級以外の統括保健師も多く存在すると

推測する．地域住民との距離の近さといった独自

の条件下で，大きな規模の市町村とは異なる課題

や工夫があるのではないかと考える． 

また，小規模市町村は，住民と近いことも予想さ

れ，今回明らかにできなかった，住民サービスへ

のアウトカムの指標について，なんらか知見を得

られるのではないかと考える．引き続き調査を進

め，特に，小規模市町村の統括保健師配置体制に

ついて，調査を進めていきたいと考える． 

今後も，市町村の統括保健師の配置が促進され，

統括保健師の役割が発揮できるような体制づく

りを検討していく必要がある． 

 

Ｅ．結論 

本研究では，文献レビューから，統括保健師配

置体制の評価指標案の枠組み（表 1）主な評価指

標案の項目を示すことができた．また，市町村統

括保健師の能力発揮のための体制づくりの示唆

を得るために，統括保健師を明文化している市町

村の統括保健師の上席管理職または保健師人事

管理担当者と統括保健師を対象に，統括保健師配

置体制について調査した．上席管理職等は，将来

を見据えた次の統括保健師の育成や安定的な人

材配置や，「橋渡し役」として，保健師の専門性を

十分に発揮できる環境整備等が重要としていた．

統括保健師は，統括保健師補佐から統括保健師へ

の段階的な人材育成体制の構築，課をまたいだ活

動の組織的な位置づけ，事務的支援を担う人材や，

補助する人材の配置等，サポート体制等の重要性

が明らかになった． 

 

F．健康危険情報 

 なし 

 

G．研究発表 

1) 市川定子，大久保一郎，太田あゆ美, 春山早

苗．都道府県における統括保健師配置による

自治体組織としての期待及び配置の課題．第

83回日本公衆衛生学会総会．Oct.29，2024． 
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保健師の保健活動の組織横断的な総合調整及び推進
技術的及び専門的側面からの指導及
び調整

人材育成の推進

地域診断に基づく
ＰＤＣＡサイクル
の実施

１各部署横断的な組織力を発揮したPDCAサイクルに基
づく，総合的な保健福祉施策の方向性の提示と推進

個別課題から地域
課題への視点及び
活動の展開

２各部署横断的な保健福祉事業のとりまとめによる総
合的な住民との協働の促進

２各部署横断的な保健福祉事業のと
りまとめによる総合的な住民との協
働の促進（再掲）

予防的介入の重視
２各部署横断的な保健福祉事業のとりまとめによる総
合的な住民との協働の促進（再掲）

２各部署横断的な保健福祉事業のと
りまとめによる総合的な住民との協
働の促進（再掲）

地区活動に立脚し
た活動の強化

２各部署横断的な保健福祉事業のとりまとめによる総
合的な住民との協働の促進（再掲）
７災害時を含む健康危機管理における平常時や発生時
の各部署横断的な健康危機管理体制の構築

２各部署横断的な保健福祉事業のと
りまとめによる総合的な住民との協
働の促進（再掲）

地区担当制の推進

２各部署横断的な保健福祉事業のとりまとめによる総
合的な住民との協働の促進（再掲）
７災害時を含む健康危機管理における平常時や発生時
の各部署横断的な健康危機管理体制の構築（再掲）

２各部署横断的な保健福祉事業のと
りまとめによる総合的な住民との協
働の促進（再掲）

地域特性に応じた
健康なまちづくり
の推進

３各部署横断的な地域特性に応じた創造的な健康なま
ちづくりの推進

部署横断的な保健
活動の連携及び協
働

1～５　（再掲）
６他部署や他機関との円滑かつ継続的な連携体制の構
築
７（再掲）
10組織力が発揮できる各部署横断的な保健福祉の業務
の共有化および支援
11組織の課題に対しての責任感や規律維持の促進
12組織内における成果を挙げられる風とおしのよい職
場環境の促進

８災害時を含む健康危機管理におけ
る発生時の保健所の支援及び調整
９各部署横断的な予算情報の共有と
コスト意識の強化
10組織力が発揮できる各部署横断的
な保健福祉の業務の共有化および支
援（再掲）

13他部署の保健師や所属内の他
職種の自己啓発を含めた人材育
成の推進
14保健師の適切な人材配置及び
計画的な人材確保の推進

地域のケアシステ
ムの構築

４各部署横断的な住民組織を活用した地域ケアシステ
ムの調整と推進

各種保健医療福祉
計画の策定及び実
施

５各部署との調整のとれた各種保健医療福祉計画等の
参画における支援

人材育成
13他部署の保健師や所属内の他
職種の自己啓発を含めた人材育
成の推進（再掲）

７災害時を含む健康危機管理における平常時や発生時
の各部署横断的な健康危機管理体制の構築（再掲）

８災害時を含む健康危機管理におけ
る発生時の保健所の支援及び調整
（再掲）

リーダーとしての
行動

１各部署横断的な組織力を発揮したPDCAサイクルに基
づく，総合的な保健福祉施策の方向性の提示と推進
（再掲）
２各部署横断的な保健福祉事業のとりまとめによる総
合的な住民との協働の促進（再掲）
３各部署横断的な地域特性に応じた創造的な健康なま
ちづくりの推進（再掲）
７災害時を含む健康危機管理における平常時や発生時
の各部署横断的な健康危機管理体制の構築（再掲）

９各部署横断的な予算情報の共有と
コスト意識の強化（再掲）

成果を挙げる組織
運営

１各部署横断的な組織力を発揮したPDCAサイクルに基
づく，総合的な保健福祉施策の推進（再掲）
２各部署横断的な保健福祉事業のとりまとめによる総
合的な住民との協働の促進（再掲）
４各部署横断的な住民組織を活用した地域ケアシステ
ムの調整と推進（再掲）
５各部署との調整のとれた各種保健医療福祉計画等の
参画における支援（再掲）
６他部署や他機関との円滑かつ継続的な連携体制の構
築（再掲）
10組織力が発揮できる各部署横断的な保健福祉の業務
の共有化および支援（再掲）
12組織内における成果を挙げられる風とおしのよい職
場環境の促進（再掲）

８災害時を含む健康危機管理におけ
る発生時の保健所の支援及び調整
（再掲）

資源の有効活用

13他部署の保健師や所属内の他
職種の自己啓発を含めた人材育
成の推進（再掲）
14保健師の適切な人材配置及び
計画的な人材確保の推進（再
掲）

組織の規律
11組織の課題に対しての責任感や規律維持の促進（再
掲）

管
理
職
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
に
関
す
る
懇
談
会
報
告
書

＊　赤字は，配置の根拠となるキーワードを示した．

表１　効果的な統括保健師配置体制のため評価指標案の13の評価軸

項目

統括保健師に求められる能力（保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終とりまとめ）

保
健
師
の
保
健
活
動
の
基
本
的
な
方
向
性
（

地
域
に
お
け
る
保
健
師
の
保
健
活
動
に
つ
い
て
）

「地域保健対策の推進に
関する基本的な指針」
R5.3改訂
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表２ 調査参加者の属性と統括保健師配置体制の概要 ＊事務職（上席管理職又は保健師人事管理担当者） 

 

市町村名 A 市 B 市 C 市 

対象 事務職 統括保健師 事務職 統括保健師 事務職 前統括保健師 

役職 人事課係長長 次長 
保健福祉 

部長 
課長（専任） 

保健福祉部

次長 
前課長 

年代 40 代 50 代 50 代 50 代 50 代 60 代 

人口

（R7.5） 
17 万人 61 万人 26 万人 

保健師人数 46 人 96 人 49 人 

明文化され

たもの 

事務分掌条例施行規則 

市長の事務部局の職員に関す

る規則 

統括保健師設置要綱（内規） 

事務分掌 
統括保健師等の設置に関す

る規程 

配置体制構

築経緯 

国（H25）からの通知が足が

かりになり，係長部会等の自

主活動から制度化へ，段階的

整備していった． 

保健所設置に合わせて配置 

国（H25）からの通知が足が

かりになり，コロナ禍を経

て，人事担当（専任）と 

コロナ対応の混乱から統括

保健師を置いて、組織立っ

て次は動けるようにするた

め．健康推進課長（事務

職）が主導し法務と連携し

て整備 

統括保健師

の職位 
保健師のトップを任命 

課長（ライン課長でない） 

保健主管課の人事担当と保

健所の管理担当に２人配置 

保健師のトップを任命 

統括保健師

補佐の有無 
統括保健師の補佐を置く 

統括保健師の補佐はいない 

上席の保健師がいる 
統括保健師の補佐を置く 

統括保健師

体制の成果 

統括保健師の設置によって、

人材育成や災害対応、日常的

な連絡調整が円滑化 

条例等に明文化されたことに

よって，統括補佐の設置と持

続可能な仕組みの体制構築 

上層部へのプレゼン・報告の

機会の確保 

庁内の統括保健師への理解

の促進庁的な保健師の人材

育成や人事管理 

全体を俯瞰して市や事業を

アセスメント 

上層部への相談・伝達の機会

の確保 

統括保健師への理解の促進

明記されたことで、職員から

の信頼や相談が増加 

若手保健師からも「後ろ盾が

ある」安心感 

上層部へのプレゼン・報告の

機会の確保 

係長職級以下でも統括保健

師体制が部署内での維持 

保健師への 

働きかけ 

全員の保健師がいずれかに入

る部会をつくり，保健師の組

織化 

全保健師のヒアリングや相

談を実施 

全保健師が入る保健活動推

進の会議体をつくり，保健師

の組織化 

統括保健師 

体制の課題 

統括保健師の業務量過多によ

る業務の見直し 

若い世代の統括保健師に就く

ことの抵抗感 

部の再編による体制変化への

対応 

統括 1 人での対応では限界

があるため、補佐の配置等の

工夫が必要 

保健所統括保健師の役割が

不明確 

若い世代の統括保健師に就

くことの抵抗感 

保健師と関わりのない他部

署の理解不足 

保健所統括保健師の役割の

明確化 

他部署との連携の難しさが

あり，係長職級以下であって

も機能できる体制化 

統括保健師の重責による負

担感 

保健師と関わりのない他部

署の理解不足 

部の再編による体制変化へ

の対応 
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